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日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
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（
二
〇
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十
二
月
）

三
四
四

　

第
三
節　

小
括

第
四
章　

船
員
法
の
性
質
論
を
超
え
て

　

第
一
節　

イ
ギ
リ
ス
法
か
ら
の
示
唆

　

第
二
節　

船
員
法
の
性
質
論
を
超
え
て

第
一
章　

問
題
の
所
在

第
一
節　

船
員
法
の
性
質
論
の
展
開

「
船
員
法
は
海
上
労
働
法
と
い
え
る
か
？
」
と
い
う
命
題
は
、
船
員
法
の
性
質
に
係
る
問
題
を
端
的
に
示
す
も
の
と
い
え
る
。
一
般
的

な
教
科
書
に
よ
れ
ば
、
船
員
法
は
、
海
上
に
お
い
て
多
く
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
家
庭
生
活
か
ら
離
れ
て
生
活
を
す
る
船
員
の
労
働
は
、

陸
上
の
労
働
に
は
な
い
特
殊
性
が
あ
り
、
こ
う
し
た
船
員
労
働
の
特
殊
性
を
考
慮
し
、
一
般
の
陸
上
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
労
働
法
の
多

く
を
適
用
除
外
し
た
う
え
で
、
賃
金
、
労
働
時
間
な
ど
、
船
員
の
労
働
条
件
に
関
す
る
労
働
者
保
護
規
定
を
お
き
、
さ
ら
に
、
船
長
の
職

務
権
限
及
び
船
内
規
律
に
関
す
る
規
定
な
ど
、
船
舶
航
行
の
安
全
確
保
を
目
的
と
し
た
規
定
も
含
む
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
1
）

。
つ
ま
り
、

船
員
法
に
関
し
て
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
海
上
労
働
法
と
し
て
の
性
質
と
、
第
二
に
、
海
上
警
察
法
と
し
て
の
性
質

の
二
つ
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
分
論
が
生
じ
る
背
景
と
し
て
、
船
員
法
第
二
章
及
び
第
三
章
の
そ

れ
ぞ
れ
の
規
定
の
性
質
論
が
あ
る
。
船
員
法
第
二
章
は
、
船
長
の
職
務
及
び
権
限
に
つ
い
て
定
め
、
他
方
、
第
三
章
は
船
内
の
規
律
に
つ

い
て
定
め
て
お
り
、
い
ず
れ
の
章
も
、
海
上
労
働
法
と
し
て
の
性
質
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
二
分
論
が

生
ま
れ
た
背
景
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
七
一
二
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
四
五

こ
の
よ
う
な
性
質
の
異
な
る
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
船
員
法
に
つ
い
て
、
従
来
、
学
説
は
、
第
一
に
、
そ
れ
で
も
な
お
、
船
舶
共
同
体

論
を
前
提
と
し
て
、
基
本
的
に
は
海
上
労
働
法
と
し
て
位
置
づ
け
る
見
解
、
他
方
で
、
海
上
警
察
法
と
し
て
捉
え
る
見
解
、
さ
ら
に
は
、

そ
も
そ
も
第
二
章
及
び
第
三
章
は
強
制
労
働
法
で
あ
っ
て
削
除
す
る
か
、
一
部
を
制
限
的
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
海
上
労
働
法
と
し

て
の
性
質
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
見
解
な
ど
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
。

ま
ず
、
船
舶
共
同
体
論
を
前
提
と
し
て
海
上
労
働
法
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
見
解
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
ま
ず
、
船
舶
共
同
体
論
と
は
、
海
上
労
働
者
は
、
単
に
そ
の
労
務
に
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
船
舶
を
中
心
と
す
る
労
働
共
同
体
に
入

る
だ
け
で
は
な
く
生
活
共
同
体
に
入
る
こ
と
を
強
制
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
特
殊
性
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
海
上
労
働
は
、
海
上
労
働
者
を

含
め
て
多
数
の
人
命
や
財
貨
の
安
全
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
船
舶
共
同
体
の
安
全
確
保
の
社
会
的
要
請
が
強
く
現
れ
、
船

舶
の
船
舶
権
力
の
下
に
構
成
さ
せ
ら
れ
る
厳
格
な
軍
事
的
規
律
が
要
求
さ
れ
、
支
配
的
関
係
を
有
す
る
と
す
る
（
2
）

。
そ
し
て
、
そ
の
船
舶
共

同
体
論
を
前
提
に
、
船
内
規
律
の
確
保
は
、
海
上
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
船
舶
と
い
う
職
場
の
安
全
確
保
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
こ
れ
も

ま
た
一
種
の
労
働
者
保
護
法
の
一
つ
の
任
務
と
す
る
立
場
で
あ
る
（
3
）

。
更
に
、
同
じ
く
船
舶
共
同
体
論
を
前
提
に
し
つ
つ
も
、
第
二
章
及
び

第
三
章
の
規
定
は
、
直
接
、
船
員
労
働
の
保
護
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
労
働
保
護
法
の
性
格
を
有
す
る
と
は
言
い
が
た
く
、
基

本
的
に
船
内
規
律
に
関
す
る
規
定
は
、
船
舶
内
の
警
察
権
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
と
す
る
立
場
も
あ
る
（
4
）

。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
船
長
の
指

揮
命
令
権
に
つ
い
て
も
、
船
舶
は
海
洋
に
お
い
て
は
国
の
一
部
と
み
な
さ
れ
る
も
の
と
の
立
場
を
引
用
し
つ
つ
、
船
内
に
あ
る
者
に
対
す

る
必
要
な
命
令
権
と
し
て
位
置
づ
け
る
（
5
）

。
他
方
で
、
船
舶
共
同
体
論
を
前
提
と
す
る
と
、
船
員
の
義
務
が
船
舶
共
同
体
に
対
す
る
も
の
で

あ
っ
て
船
主
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
労
働
関
係
に
お
け
る
義
務
と
は
い
え
ず
、
ま
た
船
舶
の
安
全
を
第

一
の
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
、
職
場
の
安
全
が
守
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
反
射
効
に
過
ぎ
ず
、
船
員
保
護
法
と
し
て
位
置

（
七
一
三
）
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三
四
六

づ
け
る
の
は
無
理
で
あ
る
と
指
摘
し
つ
つ
（
6
）

、
海
上
労
働
の
安
全
と
衛
生
は
、
職
場
た
る
船
舶
の
安
全
、
作
業
の
安
全
と
衛
生
、
居
住
の
安

全
と
衛
生
、
一
定
の
船
内
秩
序
の
維
持
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
乗
組
員
の
集
団
に
よ
っ
て
自
己
完
結
的
に
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
の
特
殊
性
等
に
鑑
み
て
、
通
常
の
安
全
衛
生
規
則
（
法
）
の
ほ
か
に
定
め
た
も
の
が
船
員
法
第
二
章
及
び
第
三
章
で
あ
る
と
す
る
有

力
な
見
解
が
提
唱
さ
れ
る
に
至
っ
た
（
7
）

。
た
だ
、
い
ず
れ
も
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
船
員
法
を
で
き
る
限
り
統
一
的
な
法
体
系
の
下
で
、
説

明
し
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。

第
二
節　

問
題
提
起

以
上
の
各
見
解
を
一
瞥
す
る
に
、
海
上
労
働
の
実
態
を
適
切
に
把
握
し
、
船
員
法
の
第
二
章
及
び
第
三
章
に
つ
い
て
、
船
員
の
安
全
衛

生
規
定
と
し
て
捉
え
る
見
解
は
、
船
員
法
の
性
質
論
を
考
え
る
上
で
非
常
に
説
得
力
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
見
解
に
対
し
て
は
素
朴
な
疑
問
が
ど
う
し
て
も
残
っ
て
し
ま
う
。
確
か
に
、
船
内
労
働
の
安
全
性
の
確
保
と
い
う
観
点
で
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
規
定
は
数
多
く
存
す
る
が
、
他
方
で
、
船
長
の
権
限
は
旅
客
に
対
し
て
も
及
ん
で
お
り
（
例
え
ば
、
七
条
、
二
七
条
）、
必
ず
し

も
船
内
労
働
の
安
全
性
の
確
保
と
い
う
観
点
だ
け
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、

船
員
法
第
二
章
の
保
護
法
益
と
い
う
観
点
か
ら
、
積
荷
や
船
舶
も
救
助
さ
れ
る
が
、
反
射
的
利
益
に
過
ぎ
ず
、
旅
客
に
つ
い
て
は
、
船
員

と
旅
客
の
身
体
生
命
の
法
的
価
値
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
、
船
員
の
存
在
し
な
い
旅
客
船
は
な
い
こ
と
、
本
来
旅
客
の
安
全
の
確
保
に
つ
い

て
は
、
海
上
運
送
法
で
定
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
え
て
保
護
法
益
と
す
る
必
要
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
8
）

、
船
員
法
上
、

明
示
的
に
旅
客
に
対
す
る
権
限
行
使
等
も
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
や
や
技
巧
的
に
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
直
截
的
に

旅
客
に
対
す
る
権
限
行
使
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
法
的
根
拠
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。

（
七
一
四
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
四
七

加
え
て
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
船
員
法
の
性
質
論
に
つ
い
て
、
統
一
的
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
改

め
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
確
か
に
、
船
長
の
公
法
的
な
職
務
権
限
や
船
内
規
律
に
関
す
る
も

の
は
、
治
安
警
察
法
的
、
監
督
取
締
的
な
発
想
で
は
な
く
、
人
命
、
船
舶
の
安
全
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
航
行
組
織
体
と
し
て
何
が
必

要
で
あ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
れ
ら
の
規
定
を
船
舶
職
員
法
等
に
お
い
て
定
め
、
職
業
と
し
て
の
船
員
保
護
法
と
し
て
純
化
す
べ
き

で
あ
る
と
の
意
見
も
根
強
い
（
9
）

。
し
か
し
、
既
に
船
員
法
が
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
以
下
、
船
舶
職
員
等
法
と
い
う
。）
と
は
別

に
肥
大
化
し
て
い
る
と
い
う
現
実
を
考
え
る
と
、
純
化
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
は
適
切
で
は
あ
る
一
方
で
、
そ
れ
よ
り
も
各
個
別
の
規

定
の
趣
旨
か
ら
よ
り
緻
密
化
し
て
い
く
ほ
う
が
生
産
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
日
本
の
船
員
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
商

船
法
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
は
、
必
ず
し
も
統
一
的
な
体
系
の
下
で
規
定
が
配
置
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
運
送
契
約
法
的
な
規
定
か
ら
日
本
に
お
け
る
船
舶
職
員
等
法
の
よ
う
な
規
定
も
有
す
る
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
に
強
い
影

響
を
受
け
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
日
本
の
船
員
法
を
、
統
一
的
な
体
系
の
下
で
把
握
し
よ
う
す
る
こ
と
自
体
が
、
最
早
困
難
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
船
員
法
の
立
法
継
受
の
展
開
と
船
員
法
の
母
法
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
船
長
の

船
内
規
律
権
限
の
性
質
に
関
す
る
議
論
を
参
照
し
て
、
単
に
船
員
法
の
性
質
論
の
問
題
と
し
て
、
船
長
の
権
限
や
船
内
規
律
に
関
す
る
規

定
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
規
定
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
、
船
員
法
に
お
い
て
海
上
労
働
法
と
し
て
の
性
質
を
有
し
て
い
な
い

部
分
は
存
在
す
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
お
、
考
察
の
順
序
と
し
て
、
ま
ず
は
船
員
法
の
制
定
の
背
景
と
過
程
に
つ
い
て
概

観
し
（
第
二
章
）、
そ
の
上
で
、
日
本
の
船
員
法
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
議
論
を
船
員
法
第
二
章
及
び
第
三
章
に

関
す
る
部
分
を
中
心
に
紹
介
し
（
第
三
章
）、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
日
本
法
へ
の
示
唆
を
得
る
（
第
四
章
）。

（
七
一
五
）
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本
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第
八
十
四
巻
第
三
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（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
四
八

第
二
章　

船
員
法
の
制
定
過
程

第
一
節　

船
員
関
係
法
令
制
定
時
の
海
上
労
働
（
10
）

ま
ず
、
本
節
で
は
船
員
関
係
法
令
制
定
時
、
す
な
わ
ち
明
治
期
に
お
け
る
海
上
労
働
の
実
態
や
海
運
政
策
等
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
船
員
法
及
び
そ
の
前
身
と
な
る
西
洋
形
商
船
雇
入
雇
止
規
則
が
ど
の
よ
う
な

時
代
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の
背
景
を
知
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

明
治
維
新
当
時
の
日
本
の
船
舶
は
ほ
と
ん
ど
が
日
本
形
船
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
（
11
）

、
外
航
海
運
だ
け
で
は
な
く
内
航
海
運
に
お
い
て
も
英

米
の
外
国
船
社
が
、
西
洋
形
帆
船
及
び
汽
船
を
も
っ
て
、
沿
岸
貿
易
に
従
事
し
て
い
た
（
12
）

。
明
治
二
年
（
一
八
六
九
年
）
に
は
、
明
治
政
府

は
太
政
官
布
告
を
発
し
て
、
西
洋
形
船
の
充
実
奨
励
を
求
め
た
（
13
）

。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
資
本
蓄
積
が
乏
し
く
、
操
船
技
術
の
未
熟
さ
か

ら
、
西
洋
形
蒸
気
船
を
用
い
た
近
代
的
な
海
運
企
業
は
期
待
で
き
な
か
っ
た
（
14
）

。
当
時
既
に
、
ア
メ
リ
カ
の
太
平
洋
郵
便
汽
船
会
社
で

あ
っ
たA

m
erican P

acifi c

に
よ
り
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
香
港
間
の
航
路
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
日
本
沿
岸
航
路
の
独
占

を
意
図
し
て
、
同
社
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
年
）
に
横
浜
、
神
戸
、
長
崎
を
経
て
上
海
に
至
る
定
期
航
路
を
開
設
し
て
太
平
洋
沿
岸
に

お
け
る
貨
客
輸
送
を
掌
握
し
て
い
た
（
15
）

。
こ
の
頃
、
政
府
監
督
の
廻
漕
会
社
が
設
立
さ
れ
る
も
の
の
、
日
本
人
船
員
の
技
術
の
未
熟
さ
か

ら
、
外
国
人
を
高
級
船
員
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
よ
る
船
員
費
の
増
大
も
あ
っ
て
経
営
は
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
（
16
）

。
他
方
で
、
民
間
企

業
と
し
て
の
海
運
業
は
、
岩
崎
弥
太
郎
に
よ
る
土
佐
開
成
社
（
後
に
、
九
十
九
商
会
、
三
川
商
会
、
三
菱
商
会
、
三
菱
汽
船
会
社
、
郵
便
汽
船
三

菱
会
社
へ
と
改
称
）
の
設
立
に
よ
り
、
横
浜
上
海
間
の
定
期
航
路
が
開
設
さ
れ
た
（
17
）

。
さ
ら
に
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
年
）
に
は
三
井
物
産

会
社
が
設
立
さ
れ
、
同
一
二
年
に
海
運
業
へ
と
乗
り
出
し
た
（
18
）

。
そ
の
後
、
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
年
）
に
は
長
崎
天
津
間
、
明
治
二
六

（
七
一
六
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
四
九

年
（
一
八
九
三
年
）
に
は
、
ボ
ン
ベ
イ
航
路
の
設
定
と
続
き
、
い
ず
れ
も
国
家
に
よ
る
手
厚
い
補
助
の
下
で
成
功
し
、
加
え
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
、
北
米
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
航
路
も
開
設
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
っ
た
（
19
）

。

こ
の
よ
う
な
海
運
業
の
発
展
の
一
方
、
船
員
に
つ
い
て
は
問
題
が
生
じ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
西
洋
形
船
舶
（
特
に
汽
船
）
に
つ
い
て
は
、

在
来
の
日
本
形
船
の
船
員
で
は
支
障
も
多
く
、
高
級
船
員
は
、
ほ
と
ん
ど
全
部
が
外
国
人
で
、
普
通
船
員
（
日
本
形
船
の
船
員
）
は
汽
船
に

必
要
と
さ
れ
る
知
識
経
験
を
欠
く
な
ど
の
問
題
が
生
じ
て
い
た
（
20
）

。
そ
こ
で
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
年
）
に
は
郵
船
汽
船
三
菱
会
社
商
船

航
海
学
校
の
設
立
や
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
年
）
の
海
員
掖
済
会
の
設
立
に
よ
り
船
員
養
成
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
に

な
る
（
21
）

。
さ
ら
に
帆
船
か
ら
汽
船
へ
の
発
展
に
よ
る
、
海
上
労
働
の
変
化
も
あ
っ
た
（
22
）

。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
江
戸
時
代
の
船
員
の
数
は

そ
う
多
数
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
明
治
期
の
西
洋
形
汽
船
船
員
は
農
民
か
ら
創
出
さ
れ
た
が
、
西
洋
形
汽
船
に
よ
る
海
上
労
働
は
、

帆
船
と
は
異
な
り
、
自
然
の
力
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
農
業
と
異
な
り
、
労
働
者
と
し
て
他
人
に
従
属
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
こ
と
か
ら
、
価
値
観
・
行
動
準
則
の
変
更
、
労
働
能
力
と
し
て
技
術
学
的
・
体
系
的
な
知
識
も
必
要
と
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
（
23
）

。
そ

の
よ
う
な
背
景
の
中
で
、
言
葉
や
約
束
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
労
働
者
に
対
す
る
刑
罰
の
必
要
性
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
24
）

。
そ
し

て
、
明
治
維
新
前
に
お
け
る
船
員
に
対
す
る
評
価
で
も
「
海
員
は
社
会
最
下
層
の
業
と
し
て
視
ら
れ
て
い
る
時
代
で
あ
っ
た
た
め
、
其
の

素
質
は
劣
等
を
極
め
、
賭
博
、
偸
盗
、
喧
嘩
等
は
尋
常
茶
飯
事
の
如
く
行
は
れ
、
従
つ
て
海
員
統
制
は
事
実
容
易
の
業
で
は
な
か
つ
た
（
25
）

」

と
さ
れ
、
明
治
期
に
お
い
て
は
船
員
の
訓
練
陶
冶
に
よ
り
、
近
代
的
な
労
働
者
に
仕
立
て
る
た
め
の
政
策
が
喫
緊
の
課
題
と
さ
れ
て
い

た
（
26
）

。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
、
船
員
法
の
前
身
で
あ
る
西
洋
形
商
船
海
員
雇
入
雇
止
規
則
が
制
定
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

（
七
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
五
〇

第
二
節　

船
員
法
の
制
定
過
程

と
こ
ろ
で
、
西
洋
形
商
船
海
員
雇
入
雇
止
規
則
が
制
定
さ
れ
る
前
に
、
船
員
に
関
す
る
内
務
省
伺
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
務
省
伺

に
よ
る
と
、
①
船
主
は
「
毎
毎
海
員
ヲ
虐
役
シ
」、
勝
手
に
解
雇
し
た
り
賃
金
不
払
い
を
な
す
、
②
海
員
は
徒
党
を
組
ん
で
、
船
長
を
脅

し
た
り
仕
事
を
し
な
い
で
出
帆
を
遅
ら
せ
た
り
す
る
、
③
経
歴
証
明
が
な
い
の
で
賃
金
が
必
ず
し
も
能
力
で
決
定
さ
れ
て
い
な
い
、
④
犯

罪
を
犯
し
て
も
他
船
に
逃
げ
て
「
発
覚
ヲ
免
カ
ル
ル
」
者
も
い
る
、
と
説
明
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
め
る
こ
と
は
「
目
下
航
業
保
護

ノ
要
務
」
と
し
、
英
米
の
法
令
を
模
し
て
実
施
し
た
い
が
、
現
状
で
は
、
そ
の
ま
ま
を
実
施
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
簡
易
的
な

も
の
で
は
あ
る
が
同
規
則
を
制
定
し
た
と
さ
れ
る
（
27
）

。
そ
し
て
、
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
年
）
に
西
洋
形
商
船
海
員
雇
入
雇
止
規
則
が
制

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
規
則
は
、
海
員
の
雇
入
及
び
雇
止
に
関
す
る
規
則
で
あ
る
一
方
、
次
の
よ
う
な
規
定
も
含
ま
れ
、
船
員
の
取

り
締
ま
り
を
主
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
（
28
）

る
（
29
）

。
そ
の
中
心
的
な
規
定
が
、
同
規
則
一
〇
条
及
び
一
一
条
で
あ
る
。

西
洋
形
商
船
雇
入
雇
止
規
則

第
十
条

「
船
長
ノ
指
図
ヲ
背
ク
者
許
可
ヲ
得
ス
シ
テ
上
陸
シ
又
ハ
許
可
ノ
時
限
ヲ
過
キ
テ
帰
船
ス
ル
者
（
第
十
一
条
ノ
脱
船
者
ニ
ア
ラ
ス
）
本
務
ヲ

怠
ル
者
喧
嘩
口
論
ヲ
為
ス
者
酩
酊
ス
ル
者
私
ニ
銃
器
刀
槍
或
ハ
酒
類
ヲ
船
中
ニ
貯
フ
者
ハ
毎
回
其
給
金
三
日
分
ヨ
リ
多
カ
ラ
サ
ル
額
ヲ
違

約
金
ト
シ
テ
雇
主
之
ヲ
収
メ
且
其
銃
器
刀
槍
或
ハ
酒
類
ヲ
取
上
ル
ヲ
得
ヘ
シ
」

（
七
一
八
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
五
一

第
十
一
条

「
船
中
ニ
於
テ
徒
党
ヲ
謀
ル
者
船
長
ヲ
却
ス
者
脱
船
ス
ル
者
（
雇
入
期
間
内
ニ
逃
亡
ス
ル
者
ヲ
云
）
ニ
其
事
情
ニ
因
リ
百
日
以
内
ノ
懲
役
ニ

処
ス
若
シ
船
体
船
具
ヲ
毀
傷
シ
又
ハ
載
貨
ヲ
使
用
ス
ル
者
ハ
其
実
価
ヲ
償
ハ
シ
ム
ル
ノ
外
本
条
ニ
依
テ
其
罪
ヲ
科
ス
ヘ
シ
」

こ
れ
ら
の
規
定
を
見
る
に
、
①
船
長
の
指
図
に
従
わ
な
い
者
、
②
上
陸
許
可
な
く
上
陸
し
た
り
、
許
可
の
時
間
を
過
ぎ
た
り
し
た
者
、

③
職
務
懈
怠
者
、
④
喧
嘩
し
た
者
、
⑤
酩
酊
者
、
⑥
銃
器
等
所
持
者
、
⑦
酒
類
所
持
者
に
対
す
る
違
約
金
等
や
、
さ
ら
に
⑧
徒
党
を
組
む

者
、
⑨
船
長
に
刃
向
か
う
者
、
⑩
脱
船
者
に
対
し
て
は
損
害
賠
償
の
ほ
か
刑
事
罰
も
科
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

し
て
、
刑
事
罰
を
も
っ
て
対
処
し
て
い
る
よ
う
に
、
船
内
に
お
け
る
規
律
が
こ
の
段
階
か
ら
既
に
重
視
さ
れ
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。
そ

し
て
、
こ
の
規
則
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
後
に
英
米
法
を
模
範
に
し
た
立
法
を
望
む
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
八
五
四
年
イ
ギ

リ
ス
商
船
法
に
範
を
と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
30
）

。
そ
の
後
、
明
治
二
三
年
商
法
（
旧
商
法
）
が
ロ
エ
ス
レ
ル
に
よ
り
起
草
さ
れ

（
施
行
延
期
）、
明
治
三
二
年
商
法
及
び
船
員
法
（
明
治
三
二
年
船
員
法
）
の
制
定
に
伴
い
、
西
洋
形
商
船
雇
入
雇
止
規
則
は
廃
止
さ
れ
、
船

長
及
び
海
員
に
関
す
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
へ
と
吸
収
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

船
長
の
権
限
及
び
船
内
規
律
に
関
す
る
規
定
に
関
し
て
述
べ
れ
ば
、
明
治
三
二
年
船
員
法
は
以
下
の
よ
う
な
規
定
を
そ
れ
ぞ
れ
置
く
。

明
治
三
二
年
船
員
法

第
十
三
条

「
船
長
ハ
海
員
ヲ
指
揮
、
監
督
シ
及
ヒ
船
中
ニ
在
ル
者
ニ
対
シ
其
職
務
ヲ
行
フ
ニ
必
要
ナ
ル
命
令
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」

（
七
一
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
五
二

第
三
十
六
条

「
左
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
船
長
ハ
海
員
ヲ
懲
戒
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一　

海
員
カ
上
長
ニ
対
シ
テ
尊
敬
又
ハ
従
順
ノ
道
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ト
キ

二　

海
員
カ
其
職
務
ヲ
怠
リ
タ
ル
ト
キ

三　

海
員
カ
他
ノ
海
員
ノ
職
務
執
行
ヲ
妨
ケ
タ
ル
ト
キ

四　

海
員
カ
喧
争
シ
タ
ル
ト
キ

五　

海
員
カ
船
長
ノ
許
可
ヲ
得
ス
シ
テ
船
舶
ヲ
去
リ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
船
長
カ
指
定
シ
タ
ル
時
マ
テ
ニ
帰
船
セ
サ
リ
シ
ト
キ

六　

海
員
カ
船
長
ノ
許
可
ヲ
得
ス
シ
テ
点
火
又
ハ
焚
火
シ
タ
ル
ト
キ

七　

海
員
カ
船
長
ノ
許
可
ヲ
得
ス
シ
テ
端
艇
ヲ
使
用
シ
タ
ル
ト
キ

八　

海
員
カ
食
料
又
ハ
飲
料
ヲ
濫
費
シ
タ
ル
ト
キ

九　

海
員
カ
船
長
ノ
許
可
ヲ
得
ス
シ
テ
酒
類
ヲ
所
持
ス
ル
ト
キ
又
は
吸
煙
シ
タ
ル
ト
キ

十　

海
員
カ
酩
酊
シ
テ
事
ヲ
省
セ
サ
ル
ト
キ

十
一　

其
他
海
員
カ
船
中
ノ
秩
序
ニ
反
ス
ル
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
」

第
四
十
二
条

「
海
員
カ
人
身
又
ハ
船
舶
ニ
危
害
ヲ
及
ホ
ス
ヘ
キ
行
為
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
船
長
ハ
必
要
ノ
期
間
内
其
海
員
ノ
身
体
ヲ
拘
束
ス
ル

コ
ト
ヲ
得
」

（
七
二
〇
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
五
三

第
四
十
四
条

「
船
長
ハ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
旅
客
其
他
船
中
ニ
在
ル
者
ニ
対
シ
テ
モ
前
二
条
ニ
定
メ
タ
ル
処
分
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」

こ
れ
ら
の
規
定
を
見
る
と
、
現
在
の
船
長
の
権
限
や
船
内
規
律
に
関
す
る
規
定
は
、
明
治
三
二
年
船
員
法
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い

と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
同
規
定
は
、
そ
の
後
の
昭
和
一
二
年
船
員
法
へ
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
き
（
31
）

、
現
行
船
員

法
の
規
定
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
船
長
の
権
限
や
船
内
規
律
に
関
す
る
規
定
の
立
法
経
緯
に
つ
い
て
鑑
み
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
当
時
の
船
員
の
気
風

等
が
懸
念
視
さ
れ
て
お
り
、
船
内
規
律
の
た
め
、
そ
し
て
船
舶
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
、
刑
事
罰
を
も
っ
て
こ
れ
に
対
応
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
三
二
年
船
員
法
は
そ
れ
を
よ
り
具
体
的
か
つ
詳
細
に
立
法
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
よ
り

具
体
的
か
つ
詳
細
な
規
定
は
ど
こ
か
ら
き
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
西
洋
形
商
船
雇
入
雇
止
規
則
が
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
八
五
四
年
イ
ギ
リ

ス
商
船
法
を
模
範
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
で
も
、
船
内
規
律
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
を
有

し
て
い
る
（
32
）

こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
の
影
響
が
非
常
に
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
（
33
）

る
（
34
）

。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
船
長
の

船
内
規
律
権
限
に
つ
い
て
、
日
本
の
船
員
法
が
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
及
び
イ
ギ
リ
ス
の
海
事
判
例
を
一
つ
の

素
材
と
し
て
、
船
員
法
上
の
船
長
の
船
内
規
律
権
限
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
七
二
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
五
四

第
三
章　

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
議
論

第
一
節　

船
長
の
船
内
規
律
権
限
の
背
景
・
根
拠

日
本
の
船
員
法
が
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
に
よ
る
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
本
章
で
は
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
商
船

法
に
お
け
る
船
内
規
律
に
関
す
る
規
定
の
議
論
状
況
を
踏
ま
え
て
、
船
長
の
船
内
規
律
に
関
す
る
権
限
の
根
拠
や
性
質
等
に
つ
い
て
考
察

す
る
こ
と
と
す
る
。

一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
海
外
探
査
や
植
民
地
化
は
、
大
量
の
乗
組
員
が
い
る
帆
船
を
数
多
く
必

要
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
時
代
の
帆
船
は
大
量
の
船
員
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
囚
人
が
船
員
と
し
て
雇
わ
れ
た
り
、
酒
に

酔
っ
た
者
が
無
理
矢
理
に
乗
船
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
な
ど
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
当
時
の
商
船
の
乗
組
員
は
、
剛
腕
で
、

荒
々
し
く
、
反
抗
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
船
舶
所
有
者
及
び
船
舶
職
員
は
、
乗
組
員
に
対
し
て
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
、
圧

制
的
な
手
段
で
統
制
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
時
は
、
商
業
海
運
の
利
益
保
護
に
偏
り
、
そ
の
一
つ
と
し
て
荒
々
し
い
船
員
に
対
す
る

統
制
と
い
う
の
が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
35
）

。

と
こ
ろ
で
、
船
長
の
船
内
規
律
の
た
め
の
権
限
の
行
使
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
緊
急
事
態
は
、
船
内
に
お
け
る
船
員
等
に
よ
る
一
斉
蜂

起
か
ら
旅
客
同
士
の
口
論
ま
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
36
）

。
そ
し
て
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
（
37
）

に
お
い
て
は
船
長
の
船
内
規
律
に

関
す
る
権
限
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
船
長
の
当
該
権
限
行
使
を
行
う
場
合
に
は
、
航
海
日
誌
に
、
当
該
事
実
を

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
場
合
に
の
み
海
員
等
に
対
し
て
制
裁
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
（
38
）

、
船
長
が
当

該
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
船
長
の
船
内
規
律
権
限
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
コ
モ
ン
ロ
ー

（
七
二
二
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
五
五

上
の
権
限
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
（
39
）

。
さ
ら
に
、
こ
の
権
限
は
、
船
長
の
海
員
に
対
す
る
権
限
だ
け
で
は
な
く
、
旅
客
に
対
す

る
権
限
と
し
て
も
認
め
ら
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
（
40
）

。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
船
長
の
船
内
規
律
権
限
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ

も
船
長
は
、
航
海
を
適
切
に
実
行
し
、
船
舶
と
積
荷
の
安
全
性
を
確
保
し
、
船
内
に
い
る
者
の
人
命
、
健
康
及
び
快
適
性
を
提
供
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
も
船
内
の
厳
格
な
規
律
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
本
質
は
、

船
長
に
よ
る
船
内
規
律
権
限
は
航
海
の
安
全
や
船
主
・
旅
客
・
積
荷
の
た
め
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
（
41
）

。
つ
ま
り
、
船
内
規

律
は
航
海
の
安
全
の
前
提
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
42
）

。

こ
の
よ
う
な
前
提
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
船
長
の
船
内
規
律
権
限
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
当
初
は
、
経
済
的
な
家
父
長
権
の
一
部
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
た
が
（
43
）

、
そ
の
後
、「
海
上
の
船
舶
は
そ
れ
自
体
小
さ
な
王
国
で
あ
る
（
44
）

」
と
の
考
え
か
ら
、
国
王
の
権
限
の
一
部
と
し
て
も

考
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
船
長
の
権
限
の
根
拠
は
、
軍
隊
に
お
け
る
「
統
治
、
秩
序
及
び
規
律
の
必
要
性
」
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
た
だ
し
、
船
長
の
権
限
は
、
国
王
の
臣
民
の
自
由
と
海
運
及
び
国
王
の
恩
恵
に
対
す
る
適
切
な
考
慮
と
い
う
観
点
か
ら
、
警
戒
心
を

も
っ
て
権
限
を
行
使
し
、
か
つ
、
船
舶
及
び
航
海
の
安
全
に
必
要
な
限
度
に
厳
し
く
制
限
さ
れ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
（
45
）

。
さ
ら
に
、
船

舶
の
職
員
の
軍
隊
的
な
特
徴
と
い
う
単
純
な
理
解
を
否
定
し
つ
つ
も
、
海
軍
の
職
務
や
そ
の
習
慣
・
慣
習
か
ら
導
か
れ
る
特
別
な
権
限
で

あ
り
、
海
上
に
お
け
る
困
難
性
や
危
険
性
に
遭
遇
す
る
よ
う
な
関
係
に
認
め
ら
れ
る
権
限
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
（
46
）

。

こ
の
よ
う
な
議
論
が
あ
る
中
、
船
長
の
船
内
規
律
権
限
に
関
す
る
一
般
論
を
提
示
し
たA

gincourt

号
事
件
判
決
に
お
い
て
、

S
tow
ell

卿
は
「
重
大
な
職
務
違
反
が
あ
る
場
合
、
商
船
の
船
長
に
は
、
職
務
怠
慢
の
海
員
に
対
し
て
体
罰
を
加
え
る
権
利
を
有
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
権
利
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
は
一
定
の
制
約
が
あ
る
と
し
、
そ
の
範
囲
と
の

（
七
二
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
五
六

関
係
で
、「
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
法
令
上
の
規
定
は
存
在
し
な
い
。
商
船
船
員
に
関
連
す
る
法
令
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
も
語
っ
て

い
な
い
。
そ
の
権
威
は
、
裁
判
所
に
よ
る
判
決
に
よ
っ
て
の
み
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
以
下
の
こ
と
〔
①

制
裁
は
穏
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
②
適
切
な
聴
聞
手
続
を
経
た
上
で
制
裁
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
│

筆
者
註
〕
に
つ
い
て
は
充
分
に
確
立
し
た
ル
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
」
と
述
べ
、
そ
の
必
要
性
及
び
裁
量
に
基
づ
く
「
船
長
固
有

の
権
限
」
で
あ
る
と
判
示
す
る
（
47
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
世
紀
中
葉
以
降
、
上
記
の
よ
う
な
国
王
権
限
や
家
父
長
権
、
さ
ら
に
軍
法
と
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
考
え
ら
れ

て
き
た
船
長
の
船
内
規
律
権
限
は
、
契
約
法
的
な
根
拠
か
ら
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
船
内
に
い
る
者
の
う
ち
、
海
員
に

つ
い
て
は
海
員
が
職
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
通
常
な
さ
れ
る
契
約
に
よ
り
、
船
長
に
よ
る
船
舶
の
航
海
に
関
す
る
法
令
上
の
す
べ
て
の
事

項
に
お
け
る
命
令
に
従
い
、
船
内
規
律
を
維
持
す
る
義
務
が
明
示
的
に
約
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
48
）

。
加
え
て
、
船
内
に
い
る

者
の
う
ち
、
旅
客
に
関
し
て
は
、
船
長
は
法
令
上
、
船
舶
の
安
全
、
乗
組
員
の
適
切
な
秩
序
、
ま
た
は
船
上
の
す
べ
て
の
安
全
に
必
要
な

も
の
を
明
示
的
に
契
約
関
係
に
あ
る
船
主
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
到
着
地
ま
で
運
送
す
る
と
約
束
し
た
者
に
対
し
て
、
船
長
に
服
す

る
と
い
う
黙
示
の
契
約
条
件
に
基
づ
い
て
権
限
を
行
使
し
得
る
と
説
明
さ
れ
る
（
49
）

。
こ
の
よ
う
な
契
約
法
的
な
船
長
の
旅
客
に
対
す
る
権
限

の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
裁
判
例
の
中
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、K

ing v. F
ranklin

事
件
判
決
に
お
い
て
は
、「
船
長
は

旅
客
及
び
乗
組
員
に
対
し
て
絶
対
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
有
す
る
。
旅
客
と
の
契
約
に
は
、
船
長
が
旅
客
を
運
送
し
、
乗
船
さ
せ
、
宿

泊
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
旅
客
の
方
も
船
長
の
合
理
的
な
命
令
す
べ
て
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
」
と

判
示
さ
れ
て
い
る
（
50
）

。
ま
た
、
秩
序
を
乱
す
旅
客
と
そ
れ
以
外
の
旅
客
と
の
関
係
か
ら
、
船
長
が
他
の
旅
客
へ
の
快
適
さ
の
提
供
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
裏
返
し
と
し
て
、
秩
序
を
乱
す
旅
客
を
隔
離
す
る
権
限
が
あ
る
と
い
う
（
51
）

、
現
代
の
日
本
に
お
け
る
安
全
配
慮
義
務

（
七
二
四
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
五
七

類
似
の
発
想
も
み
ら
れ
る
。

第
二
節　

船
長
の
船
内
規
律
権
限
の
限
界

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
船
長
の
船
内
規
律
権
限
は
船
員
及
び
旅
客
と
の
契
約
に
内
在
す
る
権
限
と
し
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
が
、

他
方
で
、
こ
の
権
限
の
限
界
に
つ
い
て
も
議
論
の
対
象
と
も
な
っ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
国
王
の
権
限
や
経
済
的
家
父
長
権
に
基
づ
く
権

限
で
あ
れ
ば
、
か
な
り
広
範
な
裁
量
を
当
該
権
限
行
使
に
当
た
っ
て
船
長
は
有
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
あ
る
程
度
、
説
明
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
方
で
、
海
上
労
働
契
約
や
旅
客
運
送
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
ま
で
広
い
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
わ

け
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

確
か
に
、
船
長
の
船
内
規
律
権
限
は
、
子
供
に
対
す
る
親
の
権
限
や
、
奉
公
人
に
対
す
る
主
人
の
権
限
と
類
似
し
て
い
る
と
も
指
摘
さ

れ
る
（
52
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
権
限
の
行
使
に
当
た
っ
て
は
、
慎
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
船
長
の
義
務
で
あ
り
、
惨
た
ら
し

い
仕
打
ち
や
圧
制
の
口
実
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
き
た
（
53
）

。
そ
の
た
め
、
船
長
の
こ
の
権
限
は
、
合
理
的
か
つ
適
法
な
命
令
に
従
わ

な
か
っ
た
者
に
よ
る
無
秩
序
、
粗
暴
又
は
尊
大
な
行
為
を
し
た
者
に
対
し
て
の
み
行
使
で
き
、
節
度
を
も
っ
て
、
秩
序
違
反
行
為
と
同
程

度
の
内
容
（
54
）

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
55
）

。
古
く
は
、
こ
の
権
限
の
行
使
に
関
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
で
は
、

「
酒
に
酔
っ
て
服
従
し
な
い
海
員
、
仲
間
を
虐
待
す
る
者
又
は
他
の
同
様
の
過
ち
を
航
海
中
に
行
っ
た
者
」
に
対
し
て
、
操
舵
手
と
航
海

士
の
同
意
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
（
56
）

、
権
限
行
使
は
限
定
的
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
は

そ
の
よ
う
な
同
意
を
不
要
と
し
つ
つ
も
、
一
部
の
例
外
を
除
き
、
船
長
が
怒
り
に
任
せ
て
（
57
）

懲
戒
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
他
の

者
の
助
言
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
58
）

。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
懲
戒
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
航
海
日
誌
へ
の
記

（
七
二
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
五
八

録
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
船
長
の
権
限
行
使
に
当
た
っ
て
は
、
被
懲
戒
者
の
利
益
の
た
め
、
聴
聞
手
続
き
を
経
な
け
れ

ば
、
当
該
権
限
行
使
は
違
法
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
59
）

。

で
は
、
ど
の
程
度
の
懲
戒
で
あ
れ
ば
適
法
と
さ
れ
て
い
た
の
か
。
ま
ず
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
体
罰
を
し
た
こ
と
自
体
は
違
法
に

な
る
と
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
あ
る
程
度
の
体
罰
は
許
容
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
（
60
）

、
二
〇
世
紀
以
降
は
体
罰
に
つ
い
て
は
認
め
ら

れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
61
）

。
そ
れ
で
は
ど
の
程
度
で
あ
れ
ば
船
長
の
権
限
の
範
囲
内
と
い
え
る
と
さ
れ
る
か
。
こ
の
点
、
例

え
ば
、H

ook v. C
unard S

team
ship C

o.

事
件
（
62
）

で
は
、Q
ueen E

lizabeth

号
の
ラ
ウ
ン
ジ
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
で
あ
る
Ｘ
が
、
旅
客
の
ト

ラ
ブ
ル
に
関
し
て
不
適
切
な
行
為
を
し
た
と
し
て
、
同
船
船
長
Ｙ
が
、
Ｘ
を
逮
捕
し
監
禁
し
た
う
え
で
、
後
に
解
雇
し
た
と
い
う
事
案
に

お
い
て
、
船
舶
の
安
全
性
及
び
秩
序
の
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
不
必
要
な
懲
戒
で
あ
っ
た
と
し
た
。
つ
ま
り
、
船
長
の
権
限
の
行
使
が
合

理
的
か
つ
必
要
な
行
為
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
裁
量
の
存
否
が
問
題
と
な
る
と
さ
れ
る
（
63
）

。

第
三
節　

小
括

以
上
、
日
本
法
に
強
い
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
一
九
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
法
の
船
長
の
船
内
規
律
権
限
に
関
す
る
議
論

を
概
観
し
た
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
船
長
の
海
員
及
び
旅
客
に
対
す
る
秩
序
維
持
権
限
の
行
使
は
、
契
約
法
的
な
説
明
、

す
な
わ
ち
、
海
上
労
働
契
約
又
は
海
上
旅
客
運
送
契
約
を
根
拠
と
す
る
見
解
が
確
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
当
該
船
長
の
権

限
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
り
、
権
限
行
使
に
当
た
っ
て
は
、
①
適
正
な
手
続
の
確
保
（
聴
聞
手
続
き
及
び
航
海
日
誌
へ
の
記
録
義
務
）
及
び
②

権
限
行
使
が
合
理
的
か
つ
必
要
な
行
為
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
裁
量
の
範
囲
が
決
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

第
一
の
点
か
ら
す
る
と
、
日
本
の
船
員
法
に
お
け
る
船
長
の
権
限
に
関
す
る
規
定
が
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と

（
七
二
六
）
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三
五
九

に
鑑
み
れ
ば
、
一
つ
の
見
方
と
し
て
、
あ
く
ま
で
海
上
労
働
契
約
及
び
海
上
旅
客
運
送
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
従
来
の

学
説
に
お
け
る
、
海
上
労
働
の
安
全
性
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
の
説
明
は
、
海
員
に
対
す
る
権
限
で
は
説
明
し
得
る
一
方
で
、
や
は
り

旅
客
に
対
す
る
権
限
で
は
説
明
し
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
、
船
員
法
を
海
上
労
働
法
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で

あ
れ
ば
、
海
員
に
対
す
る
権
限
と
旅
客
に
対
す
る
権
限
と
を
分
け
て
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
方
で
、
従
来
の

通
説
的
見
解
で
あ
る
船
舶
共
同
体
と
い
う
概
念
か
ら
説
明
す
る
立
場
に
対
し
て
も
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
概
念
を
用
い
て
説
明
す
る
必

要
も
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

第
四
章　

船
員
法
の
性
質
論
を
超
え
て

第
一
節　

イ
ギ
リ
ス
法
か
ら
の
示
唆

日
本
の
船
員
法
が
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
と
の
関
係
で
、
判
例
法
も
含
め
て
概
観
し
た
と
こ
ろ
、
前
述
し
た

よ
う
に
、
第
一
に
、
船
内
の
規
律
の
維
持
に
よ
り
船
舶
の
安
全
性
を
確
保
し
、
も
っ
て
船
舶
の
利
害
関
係
者
（
船
主
、
荷
主
、
旅
客
等
）
の

安
全
を
図
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
も
、
荒
々
し
い
船
員
に
対
す
る
統
制
と
い

う
側
面
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
西
洋
形
商
船
雇
入
雇
止
規
則
や
そ
の
後
に
続
く
船
員
法
が
労
働
者
保
護

立
法
と
い
う
側
面
を
有
し
つ
つ
も
、
基
本
的
に
、
労
働
者
（
船
員
）
を
統
制
す
る
立
法
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
評
価
は
（
64
）

、
妥
当
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
明
治
三
二
年
船
員
法
に
お
け
る
船
員
に
対
す
る
統
制
が
、
船
舶
を
国
家
（
国
土
）
の
延

長
と
し
て
、
実
力
か
ら
放
置
さ
れ
る
事
態
に
対
す
る
対
応
と
し
て
現
れ
、
ま
た
海
運
独
占
の
早
期
形
成
と
絶
対
主
義
的
天
皇
制
を
背
景
に

（
七
二
七
）
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年
十
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月
）

三
六
〇

現
れ
て
き
た
と
ま
で
い
え
る
か
は
一
先
ず
措
く
と
し
て
も
（
65
）

、
船
員
の
当
時
の
状
況
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
立
法
が
必
要
と
さ
れ
て
き
た
と
い

う
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
及
び
日
本
法
い
ず
れ
も
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
船
内
規
律
と
い
う
の
が
重
視
さ
れ
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
は
、
船
長
の
船
内
規
律
権
限
や
船
員
に
対
す
る
懲
戒
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
根
拠
等
に
つ
い
て
紆
余
曲

折
は
あ
っ
た
も
の
の
、
基
本
的
に
は
海
上
労
働
契
約
に
付
随
す
る
権
限
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
66
）

。
裏
を
返
せ
ば
、

海
員
は
船
長
の
適
法
か
つ
合
理
的
な
命
令
に
従
う
義
務
を
負
い
、
も
し
当
該
命
令
に
反
し
た
り
、
法
が
定
め
る
懲
戒
事
由
を
惹
起
し
た
り

し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
該
義
務
に
違
反
し
て
懲
戒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
67
）

。
こ
の
こ
と
を
一

般
的
・
抽
象
的
に
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
陸
上
労
働
に
お
け
る
懲
戒
権
の
根
拠
と
も
そ
う
大
差
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
（
68
）

。
す
な
わ
ち
、
最

判
昭
和
五
二
年
一
二
月
一
三
日
民
集
三
一
巻
七
号
一
〇
三
七
頁
〔
富
士
重
工
業
事
件
〕
に
お
い
て
「
企
業
秩
序
は
、
企
業
の
存
立
と
事
業

の
円
滑
な
運
営
の
維
持
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
…
企
業
秩
序
を
維
持
確
保
す
る
た
め
、
こ
れ
に
必
要
な
諸
事
項
を
規
則
を
も
っ

て
一
般
的
に
定
め
、
あ
る
い
は
具
体
的
に
労
働
者
に
指
示
、
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
企
業
秩
序
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
そ
の
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
の
内
容
、
態
様
、
程
度
等
を
明
ら
か
に
し
て
、
乱
さ
れ
た
企
業
秩

序
の
回
復
に
必
要
な
業
務
上
の
指
示
、
命
令
を
発
止
、
又
は
違
反
者
に
対
し
精
細
と
し
て
懲
戒
処
分
を
行
う
た
め
、
事
実
関
係
の
調
査
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
…
。」
と
述
べ
た
上
で
、「
労
働
者
は
、
労
働
契
約
を
締
結
し
て
企
業
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業
に
対
し
、

労
務
提
供
義
務
を
負
う
と
と
も
に
、
こ
れ
に
付
随
し
て
、
企
業
秩
序
遵
守
義
務
そ
の
他
の
義
務
を
負
う
」
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
後
の
最
判
昭
和
五
八
年
九
月
八
日
労
判
四
一
五
号
二
九
頁
〔
関
西
電
力
事
件
〕
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
陸
上
労
働
者
の
場
合

の
懲
戒
権
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
判
例
の
立
場
に
や
や
曖
昧
な
と
こ
ろ
は
あ
る
も
の
の
、
懲
戒
権
の
根
拠
に
つ
い
て
は
労
働
契
約
か
ら
説

（
七
二
八
）
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三
六
一

明
可
能
な
根
拠
に
依
拠
し
つ
つ
、
企
業
秩
序
維
持
と
い
う
懲
戒
制
度
の
目
的
に
照
ら
し
て
適
切
妥
当
な
有
効
要
件
を
検
討
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
り
、
判
例
法
理
は
、
こ
う
し
た
要
請
を
包
摂
し
た
立
場
で
あ
る
と
の
理
解
も
み
ら
れ
る
（
69
）

。
基
本
的
に
は
、
船
員
も
労
働
者
で
あ
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
（
労
契
法
二
一
条
参
照
）、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
局
、
船
長
の
船
員
に
対
す
る
懲

戒
権
の
根
拠
も
、
法
令
の
規
定
は
あ
る
も
の
の
、
元
を
正
せ
ば
、
海
上
労
働
契
約
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
船
長
の
海
員
に
対
す
る
懲
戒
に
関
す
る
規
定
な
ど
は
海
上
労
働
法
た
る
船
員
法
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

大
き
な
問
題
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
陸
上
労
働
の
場
合
と
同
様
に
、
海
員
に
対
す
る
懲
戒
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
な
し

う
る
の
か
、
と
い
う
限
界
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
部
分
だ
と
考
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、
問
題
は
旅
客
に
対
す
る
船
長
の
権
限
で
あ
る
。
船
長
は
旅
客
に
対
し
て
も
一
定
の
権
限
等
を
行
使
し
う
る
と

さ
れ
る
。
船
員
法
七
条
は
「
船
内
に
あ
る
者
に
対
し
て
自
己
の
職
務
を
行
う
の
に
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
、

二
五
条
は
「
船
長
は
、
海
員
が
凶
器
、
爆
発
又
は
発
火
し
や
す
い
物
、
劇
薬
そ
の
他
の
危
険
物
を
所
持
す
る
と
き
は
、
そ
の
物
に
つ
き
保

管
、
放
棄
、
そ
の
他
の
処
置
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
、
二
六
条
は
「
船
長
は
、
船
内
に
あ
る
者
の
生
命
若
し
く
は
身
体
又
は
船

舶
に
危
害
を
及
ぼ
す
よ
う
な
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
海
員
に
対
し
、
そ
の
危
害
を
避
け
る
の
に
必
要
な
処
置
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

と
定
め
た
上
で
、
二
七
条
で
「
船
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
旅
客
そ
の
他
船
内
に
あ
る
者
に
対
し
て
も
、
前
二
条
に
規
定

す
る
処
置
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
て
、
旅
客
等
に
対
す
る
権
限
行
使
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、
こ

れ
ら
の
権
限
は
海
上
旅
客
運
送
契
約
を
根
拠
に
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
前
述
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、
海
上
旅
客
運
送

契
約
に
は
、
旅
客
は
船
長
の
適
法
か
つ
合
理
的
な
指
揮
命
令
に
対
し
て
従
う
義
務
が
含
ま
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
日
本

法
に
お
い
て
も
、
海
上
旅
客
運
送
契
約
の
締
結
に
よ
り
、
船
舶
所
有
者
（
海
上
運
送
人
）
は
、
善
良
な
る
管
理
者
と
し
て
の
注
意
を
も
っ

（
七
二
九
）
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本
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八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
六
二

て
旅
客
を
安
全
か
つ
迅
速
に
目
的
地
ま
で
運
送
す
る
こ
と
に
つ
い
て
運
送
契
約
上
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
（
70
）

、
船
内
に
お
い
て

旅
客
の
一
部
が
他
の
旅
客
に
対
し
て
危
害
を
加
え
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
該
義
務
と
の
関
係
上
、
船
長
が
権
限
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
当
該
旅
客
は
そ
の
指
揮
命
令
等
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
基
本
的
に
日
本

で
も
イ
ギ
リ
ス
法
と
同
様
の
根
拠
付
け
が
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
船
長
の
旅
客
に
対
す
る
指
揮
命
令
権
等
に
つ
い

て
は
、
や
は
り
海
上
労
働
法
の
一
部
と
捉
え
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
あ
く
ま
で
海
上
旅
客
運
送
契
約
に

よ
っ
て
生
じ
う
る
権
限
と
い
う
よ
う
に
捉
え
た
方
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
察
し
て
み
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
船
員
法
第
二
章
及
び
第
三
章
の
全
て
の
規
定
に
つ
い
て
、
海
上
労
働
法
た
る
性

質
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
第
二
章
に
は
、
遭
難
船
舶
等
の
援
助
（
一
四
条
）、

異
常
気
象
等
の
通
報
義
務
（
一
四
条
の
二
）、
水
葬
（
一
五
条
）、
遺
留
品
の
処
置
（
一
六
条
）、
在
外
国
民
の
送
還
等
に
関
す
る
権
限
（
一
七

条
）、
船
内
書
類
備
置
義
務
（
一
八
条
）、
航
行
に
関
す
る
報
告
（
一
九
条
）
や
船
長
の
職
務
代
行
（
二
〇
条
）
を
有
し
て
お
り
、
加
え
て
、

S
T
C
W

条
約
と
の
関
係
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
一
一
七
条
の
二
〜
一
一
八
条
の
三
の
規
定
も
、
海
上
労
働
法
と
い
う
性
質
よ
り
も
、
海

上
交
通
警
察
法
や
船
舶
職
員
等
法
と
し
て
の
性
質
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
、
雑
多
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
も
い
え
そ
う
で
あ

る
。第

二
節　

船
員
法
の
性
質
論
を
超
え
て

船
員
法
の
性
質
に
つ
い
て
学
説
は
従
来
、
統
一
的
な
体
系
の
下
で
船
員
法
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
海
運
及
び

海
上
技
術
の
発
展
に
伴
い
、
様
々
な
規
定
が
船
員
法
に
含
め
ら
れ
て
い
る
中
、
統
一
的
な
船
員
法
を
把
握
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
な
状

（
七
三
〇
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
六
三

況
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
海
上
労
働
法
と
し
て
純
化
す
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
は
、
ま
さ
に
正
当
と
考
え
ら

れ
る
が
、
他
方
で
、
純
化
す
る
に
し
て
も
、
ど
の
規
定
を
船
員
法
に
残
し
、
ど
の
規
定
を
他
の
法
律
に
移
植
す
る
か
、
と
判
断
を
す
る
こ

と
は
か
な
り
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
在
の
海
上
労
働
実
務
と
の
関
係
か
ら
、
例
え
ば
、
第
三
章
の
規
律
に

関
す
る
規
定
に
対
し
て
「
船
内
秩
序
の
維
持
に
関
す
る
英
国
の
法
律
や
雇
入
契
約
の
内
容
は
、
雇
用
さ
れ
る
船
員
の
レ
ベ
ル
の
低
さ
に
応

じ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
規
定
は
職
員
で
は
な
く
部
員
を
名
宛
人
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
定
の
技
術
、
知
識
を
要
し
た
職
員

に
比
べ
て
、
船
の
ハ
ン
ド
で
あ
る
部
員
に
は
無
学
、
無
教
養
な
者
が
多
か
っ
た
当
時
の
社
会
的
な
背
景
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
置
か

れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
／
…
わ
が
国
の
よ
う
に
一
般
的
に
教
育
水
準
が
高
く
、
こ
れ
を
出
自
と
す
る
船
員
の
教
養
、
人
格
共
に
国
際
海
運

従
事
の
船
員
の
平
均
を
大
き
く
上
回
る
こ
の
事
態
に
お
い
て
も
未
だ
、
青
少
年
の
躾
に
近
い
、
人
間
的
に
見
下
し
た
か
の
よ
う
な
内
容
の

法
文
の
存
在
は
、
船
員
の
人
権
や
社
会
に
お
け
る
相
対
的
な
地
位
、
世
間
一
般
の
見
方
に
影
響
す
る
（
71
）

」
と
い
う
危
惧
に
鑑
み
て
、
性
質
論

と
い
う
形
で
何
ら
か
の
体
系
的
か
つ
統
一
的
な
説
明
を
す
る
よ
り
も
、
各
規
定
の
趣
旨
（
背
景
や
根
拠
）・
目
的
・
限
界
（
72
）

を
個
別
に
検
討
し
、

も
し
立
法
論
と
し
て
純
化
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
ど
の
規
定
を
残
し
、
ど
の
規
定
を
他
の
法
へ
移
植
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
削
除
す

べ
き
か
を
検
討
す
る
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
1
） 

神
戸
大
学
海
事
科
学
研
究
科
海
事
法
規
研
究
会
編
『
概
説
海
事
法
規
（
改
訂
版
）』〔
根
本
到
〕（
成
山
堂
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
六
二
頁
。

（
2
） 

石
井
照
久
「
海
上
労
働
に
関
す
る
法
的
規
整
の
発
達
（
一
）」
法
律
時
報
三
〇
巻
一
号
（
一
九
四
〇
年
）
五
頁
〜
六
頁
。

（
3
） 

石
井
照
久
『
労
働
法
総
論
（
増
補
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）
一
六
九
頁
。

（
4
） 

住
田
正
二
『
船
員
法
の
研
究
』（
成
山
堂
書
店
、
一
九
七
三
年
）
五
頁
〜
六
頁
。

（
5
） 

前
掲
註（
4
）・
住
田
一
〇
頁
。

（
七
三
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
六
四

（
6
） 

武
城
正
長
「
船
員
法
の
基
本
問
題
」
日
本
労
働
法
学
会
編
『
現
代
労
働
法
講
座　

第
九
巻　

労
働
保
護
法
論
』（
総
合
労
働
研
究
所
、

一
九
八
二
年
）
三
一
二
頁
。

（
7
） 
武
城
正
長
『
海
上
労
働
法
の
研
究
』（
多
賀
出
版
、
一
九
八
六
年
）
八
七
頁
〜
八
八
頁
。

（
8
） 
前
掲
註（
7
）・
武
城
八
九
頁
。

（
9
） 

笹
木
弘
『
技
術
革
新
と
船
員
労
働
』（
成
山
堂
書
店
、
一
九
七
五
年
）
二
八
六
頁
。

（
10
） 

本
節
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
主
に
前
掲
註（
7
）・
武
城
二
二
七
頁
以
下
、
財
団
法
人
海
事
産
業
研
究
所
『
船
員
雇
用
の
研
究
』（
海
事
産
業
研

究
所
、
一
九
七
九
年
）
一
頁
以
下
、
志
津
田
氏
治
『
海
事
立
法
の
発
展
』（
海
文
堂
、
一
九
五
九
年
）
一
頁
以
下
、
笹
木
弘
『
船
員
政
策
と
海
員
組

合
』（
成
山
堂
書
店
、
一
九
六
二
年
）
四
六
頁
以
下
等
を
参
照
し
た
。

（
11
） 

徳
川
幕
府
は
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
年
）
に
、
一
八
五
三
年
に
ペ
リ
ー
に
よ
る
浦
賀
来
航
に
伴
う
危
機
感
よ
り
、
大
船
の
建
造
と
外
国
船
の

購
入
を
奨
励
し
、
翌
年
に
は
海
外
渡
航
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
前
掲
註（
10
）・
海
事
産
業
研
究
所
一
頁
）。
し
か
し
、
明
治
維
新
当
時
の

西
洋
形
船
舶
は
一
三
八
隻
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
多
く
が
幕
藩
所
有
の
軍
艦
及
び
商
船
の
兼
用
の
船
舶
で
あ
っ
て
、
純
粋
に
商
用
と
し
て
の
船
舶
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
（
前
掲
註（
10
）・
志
津
田
二
頁
）。

（
12
） 

前
掲
註（
7
）・
武
城
二
二
八
頁
。

（
13
） 

前
掲
註（
10
）・
志
津
田
三
頁
。

（
14
） 

前
掲
註（
10
）・
志
津
田
三
頁
。
日
本
型
船
よ
り
も
西
洋
形
帆
船
の
構
造
が
堅
牢
で
運
航
の
面
で
も
非
常
に
優
秀
で
あ
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
後
の
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）
の
西
南
戦
争
の
と
き
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
同
五
頁
）。
実
際
、
当
時
の
日
本
形
船
が
逆

風
に
阻
ま
れ
て
軍
需
品
輸
送
に
支
障
が
生
じ
て
い
た
と
い
う
（
前
掲
註（
10
）・
海
事
産
業
研
究
所
九
頁
参
照
）。

（
15
） 

前
掲
註（
10
）・
海
事
産
業
研
究
所
一
頁
。

（
16
） 

前
掲
註（
10
）・
海
事
産
業
研
究
所
二
頁
。

（
17
） 

前
掲
註（
10
）・
海
事
産
業
研
究
所
二
頁
。
そ
の
後
、
内
務
卿
大
久
保
利
通
の
建
白
書
を
容
れ
、
民
有
民
営
海
運
を
保
護
助
成
す
る
こ
と
と
し
、

明
治
八
年
（
一
八
七
五
年
）
に
三
菱
汽
船
会
社
に
対
し
命
令
書
を
交
付
し
て
、
先
に
運
航
を
委
託
し
て
い
た
一
三
隻
の
国
有
船
を
は
じ
め
、
日
本
国

（
七
三
二
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
六
五

郵
便
蒸
気
船
会
社
か
ら
政
府
が
買
い
上
げ
た
汽
船
一
五
隻
等
を
無
償
で
払
い
下
げ
、
運
航
費
助
成
金
及
び
海
技
者
養
成
助
成
金
を
支
給
す
る
こ
と
に

し
た
（
同
二
頁
）。

（
18
） 
前
掲
註（
10
）・
海
事
産
業
研
究
所
二
頁
〜
三
頁
。

（
19
） 
前
掲
註（
7
）・
武
城
二
二
九
頁
〜
二
三
〇
頁
。

（
20
） 

前
掲
註（
10
）・
海
事
産
業
研
究
所
三
頁
。

（
21
） 

前
掲
註（
10
）・
海
事
産
業
研
究
所
三
頁
。
海
員
掖
済
会
は
水
火
夫
養
成
の
た
め
と
さ
れ
る
（
同
三
頁
）。

（
22
） 

前
掲
註（
7
）・
武
城
二
三
一
頁
。

（
23
） 

前
掲
註（
7
）・
武
城
二
三
一
頁
〜
二
三
二
頁
。

（
24
） 

前
掲
註（
7
）・
武
城
二
三
二
頁
。

（
25
） 

逓
信
省
編
『
逓
信
事
業
史　

第
六
巻
』（
逓
信
協
会
、
一
九
四
四
年
）
一
一
一
七
頁
。
ま
た
、
前
掲
註（
10
）・
笹
木
五
三
頁
〜
五
四
頁
に
よ
れ

ば
、
他
に
も
船
上
の
規
律
に
関
し
て
、
船
員
の
風
気
は
粗
暴
で
、
行
為
の
醜
状
も
見
ら
れ
た
と
記
述
す
る
文
献
も
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

船
舶
が
危
険
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
船
員
の
気
質
が
や
や
荒
々
し
い
こ
と
は
仕
方
が
な
く
、
長
期
的
な
計
画
・
計
算
の
も
と
に
生
活
す
る
と
い
う
こ

と
も
困
難
で
あ
り
、
勢
い
賭
博
等
に
傾
く
こ
と
も
ま
た
自
然
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
普
通
船
員
に
つ
い
て
は
農
村
か
ら
の
大
量
の
新
規
参
入
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
日
本
形
船
の
船
方
の
風
習
、
気
風
が
承
継
さ
れ
て
い
た
と
の
指
摘
も
あ
る
（
前
掲
註（
7
）・
武
城
二
四
三
頁
）。

（
26
） 

前
掲
註（
10
）・
笹
木
五
四
頁
。

（
27
） 

内
務
省
伺
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註（
7
）・
武
城
二
四
三
頁
〜
二
四
四
頁
を
参
照
し
た
。
な
お
、
全
文
は
同
二
五
〇
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
よ
う

な
状
況
に
つ
い
て
、
一
九
四
一
年
の
段
階
で
も
、
前
掲
註（
2
）・
石
井
六
頁
は
「
こ
の
や
う
な
弊
は
必
ず
し
も
最
近
に
至
る
ま
で
に
、
こ
れ
を
完
全

に
駆
逐
し
得
た
と
は
断
言
し
難
い
」
と
述
べ
る
。

（
28
） 

前
掲
註（
10
）・
笹
木
五
四
頁
〜
五
五
頁
。

（
29
） 

対
し
て
、
西
洋
形
商
船
雇
入
雇
止
規
則
が
そ
の
趣
旨
及
び
規
律
内
容
が
当
時
と
し
て
極
め
て
進
歩
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
見
解
も
あ

る
（
前
掲
註（
2
）・
石
井
六
頁
）。

（
七
三
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
六
六

（
30
） 

前
掲
註（
10
）・
笹
木
五
四
頁
。

（
31
） 

前
掲
註（
10
）・
笹
木
五
七
頁
。

（
32
） 
一
八
五
四
年
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
二
三
九
条
等
参
照
。

（
33
） 
逸
見
真
編
著
『
船
長
職
の
諸
相
』〔
逸
見
真
〕（
山
縣
記
念
財
団
、
二
〇
一
八
年
）
二
五
九
頁
、
篠
原
陽
一
『
帆
船
の
社
会
史
』（
高
文
堂
、

一
九
八
三
年
）
一
五
九
頁
〜
一
六
三
頁
。

（
34
） 

明
治
二
三
年
商
法
も
一
八
五
四
年
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
註（
7
）・
武
城
二
六
一
頁
参
照
）。

（
35
） D

ouglas B
. S
tevenson, M

aritim
e L
abour L

aw
, in T

H
E
 IM
L
I M
A
N
U
A
L
 O
N
 IN
T
E
R
N
A
T
IO
N
A
L
 M
A
R
IT
IM
E
 L
A
W
, V
ol.2, 

(2016), at 210.

（
36
） W

. S
enior, M

aster-M
ariner ’s A

uthority, 34 L
.Q
.R
ev. 347 (1918), at 348.

（
37
） 

こ
こ
で
は
専
ら
一
八
五
四
年
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
及
び
一
八
九
四
年
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
を
指
す
。
こ
の
点
、
一
九
九
五
年
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
に
至

る
ま
で
、
船
長
の
職
務
と
権
限
に
関
す
る
規
定
は
な
く
（
松
村
勝
二
郎
「
1
9
9
5
年
英
国
商
船
法
要
説
（
4
）
│
船
長
と
海
員
に
関
す
る
法
」
海

事
法
研
究
会
誌
一
八
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
頁
）、
海
員
に
よ
る
個
別
の
規
律
違
反
行
為
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
に
と
ど
ま
る
。

（
38
） S

enior, supra note 36, at 348. D
avid M

aclachlan et al., A
 T
R
E
A
T
IS
E
 O
N
 T
H
E
 L
A
W
 O
F
 M
E
R
C
H
A
N
T
 S
H
IP
P
IN
G
, (7

th 

ed., 1932), at 150.

（
39
） C

hristopher H
ill, M

A
R
IT
IM
E
 L
A
W
, (5

th ed., 1998), at 460, W
illiam

 S
hee A

bbott, T
R
E
A
T
IS
E
 O
F
 T
H
E
 L
A
W
 

R
E
L
A
T
IV
E
 T
O
 M
E
R
C
H
A
N
T
 S
H
IP
S
 A
N
D
 S
E
A
M
E
N
, (10

th ed., 1856), at 129.

（
40
） Joseph K
ay et al., L

A
W
 R
E
L
A
T
IO
N
G
 T
O
 S
H
IP
M
A
S
T
E
R
S
 A
N
D
 S
E
A
M
E
N
: T
H
E
IR
 A
P
P
O
IN
T
M
E
N
T
, D
U
T
IE
S
, 

P
O
W
E
R
S
, R
IG
H
T
S
, A
N
D
 L
IA
B
IL
IT
IE
S
, (1894), at 419.

（
41
） Ibid.

（
42
） H

ill, supra note 39, at 460. 

さ
ら
に
船
長
に
は
船
舶
の
安
全
性
に
対
し
て
絶
対
的
な
責
任
を
負
う
と
も
指
摘
さ
れ
る
（Id. at 467

）。

（
43
） S

ee, S
enior, supra note 36, at 350.

（
七
三
四
）



船
員
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性
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論
（
南
）
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（
44
） W

.S
. L
indsay, H

IS
T
O
R
Y
 O
F
 M
E
R
C
H
A
N
T
 S
H
IP
P
IN
G
 A
N
D
 A
N
C
IE
N
T
 C
O
M
M
E
R
C
E
, V
ol.3, (1876), at 497.

（
45
） F

rancis L
udlow

 H
olt, A

 S
Y
S
T
E
M
 O
F
 T
H
E
 S
H
IP
P
IN
G
 A
N
D
 N
A
V
IG
A
T
IO
N
 L
A
W
S
 O
F
 G
R
E
A
T
 B
R
IT
A
IN
, V
ol.1, 

(1810), at lxiv.

（
46
） U

.S
. v. H

unt, 2 S
tory C

.C
. 120, at 129. 

し
か
し
、
同
判
決
は
、
一
方
で
、
船
長
の
権
限
は
完
全
に
私
法
上
の
権
限
で
あ
る
と
も
述
べ
て

お
り
、
揺
ら
ぎ
が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
同
判
決
を
引
用
し
て
、
船
長
の
権
限
の
性
質
を
私
法
上
の
も
の
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、H

enry 

F
landers, A

 T
R
E
A
T
IS
E
 O
N
 T
H
E
 L
A
W
 O
F
 S
H
IP
P
IN
G
, (1853), at 86.

（
47
） In re A

gincourt, 1 H
agg. 272 (1824), at 272-273.

（
48
） A

bbott, supra note 39, at 129, B
enedict W

. G
insburg, H

IN
T
S
 O
N
 T
H
E
 L
E
G
A
L
 D
U
T
IE
S
 O
F
 S
H
IP
M
A
S
T
E
R
S
, (1903), 

at 29.

（
49
） K

ay, supra note 40, at 462. 
こ
の
点
、S

enior

も
「
船
長
の
旅
客
に
対
す
る
権
限
は
船
長
が
航
海
中
に
黙
示
の
契
約
に
基
づ
い
て
な
さ
れ

る
」
と
指
摘
す
る
（S

enior, supra note 36, at 356.

）。

（
50
） K

ing v. F
ranklin, 1 F

. &
 F
. 360, at 360-361.

（
51
） 

こ
の
よ
う
な
指
摘
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、W

illiam
 A
tkinson O

liver, S
H
IP
P
IN
G
 L
A
W
 M
A
N
U
A
L
, (7

th ed., 

1896), at 5.

は
船
長
の
権
限
は
単
な
る
懲
戒
と
い
う
よ
り
、
更
な
る
秩
序
違
反
行
為
の
報
復
を
防
ぐ
た
め
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
他
の
旅

客
の
快
適
さ
や
安
全
は
そ
の
よ
う
な
更
な
る
秩
序
違
反
行
為
を
防
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
と
指
摘
す
る
。
加
え
て
、P

rendergast v. 

C
om
pton, 8 C

ar. &
 P
. 454 (1837), at 463.

に
お
い
て
も
、
船
舶
の
職
員
を
暴
力
で
脅
か
す
よ
う
な
者
は
、
そ
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
か
せ
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
判
示
す
る
。

（
52
） A
bbott, supra note 39, at 129.

（
53
） Ibid.

（
54
） M

urray v. M
outrie, 6 C

ar. &
 P
. 471 (1834), at 473.

は
、
船
長
は
、
適
正
か
つ
比
例
的
な
罰
を
課
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
現
在

の
比
例
原
則
的
な
発
想
を
指
摘
す
る
。

（
七
三
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
六
八

（
55
） K

ay, supra note 40, at 420.
（
56
） A

bbott, supra note 39, at 129.
（
57
） M

aclachlan, supra note 38, at 150.

は
、
規
律
違
反
行
為
に
対
し
て
は
、
船
長
は
冷
静
な
視
点
で
、
慈
悲
深
い
気
持
ち
で
対
応
す
べ
き
で

あ
る
と
指
摘
す
る
。

（
58
） Ibid.

（
59
） S

ee, In re A
gincourt, 1 H

agg. 272 (1824), at 274. S
ee, F

landers, supra note 46, at 88.

（
60
） In re A

gincourt, supra note 59, at 272.

（
61
） W

illiam
 S
hee A

bbott, T
R
E
A
T
IS
E
 O
F
 T
H
E
 L
A
W
 R
E
L
A
T
IV
E
 T
O
 M
E
R
C
H
A
N
T
 S
H
IP
S
 A
N
D
 S
E
A
M
E
N
, (14

th ed., 

1901), at 240, G
insburg, supra note 48, at 30, John A

.C
. C
artner et al., T

H
E
 IN
T
E
R
N
A
T
IO
N
A
L
 L
A
W
 O
F
 T
H
E
 

S
H
IP
M
A
S
T
E
R
, (2009), at 150.

（
62
） [1953] 1 L

loyd ’s R
ep. 413.

（
63
） S

ee, H
ill, supra note 39, at 461.

（
64
） 

前
掲
註（
7
）・
武
城
二
七
二
頁
。

（
65
） 

前
掲
註（
7
）・
武
城
二
七
一
頁
。

（
66
） 

現
在
の
海
運
に
即
し
て
い
え
ば
、
船
舶
所
有
者
と
船
員
と
の
間
の
雇
入
契
約
に
基
づ
く
と
考
え
た
上
で
、
船
舶
所
有
者
の
代
理
人
た
る
船
長
が

海
員
や
、
後
述
す
る
よ
う
に
旅
客
に
対
す
る
権
限
行
使
を
行
う
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

（
67
） 

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
船
舶
共
同
体
論
か
ら
は
、
船
員
法
上
の
懲
戒
権
は
国
家
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
、
特
別
権
力
関
係
を
媒
介
と
し
て

説
明
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
雇
入
契
約
（
労
働
契
約
）
に
基
づ
く
説
明
で
充
分
な
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
前
掲
註（
7
）・
武
城
九
五
頁
。
な

お
、
船
舶
共
同
体
論
を
前
提
と
し
つ
つ
、
就
業
規
則
に
よ
っ
て
も
こ
れ
ら
の
懲
戒
権
を
根
拠
付
け
ら
れ
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
山
戸
嘉
一
『
船
員

法
│
解
説
と
研
究
』（
海
文
堂
、
一
九
五
四
年
）
六
九
頁
）。

（
68
） 

陸
上
労
働
に
お
け
る
懲
戒
権
に
つ
い
て
は
、
菅
野
和
夫
『
労
働
法
（
第
11
版
補
正
版
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
六
五
〇
頁
以
下
参
照
。

（
七
三
六
）



船
員
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性
質
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（
南
）
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九

（
69
） 

淺
野
高
宏
「
懲
戒
処
分
と
労
働
契
約
」
日
本
労
働
法
学
会
編
『
講
座
労
働
法
の
再
生　

第
二
巻　

労
働
契
約
の
理
論
』（
日
本
評
論
社
、

二
〇
一
七
年
）
二
〇
六
頁
。

（
70
） 
箱
井
崇
史
「
海
上
旅
客
運
送
契
約
」
落
合
誠
一
＝
江
頭
憲
治
郎
編
『
海
法
大
系
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
三
年
）
四
〇
九
頁
、
大
判
大
正
五
年

一
月
二
〇
日
民
録
二
二
輯
四
頁
参
照
。
一
種
の
安
全
配
慮
義
務
と
も
い
い
う
る
。
も
し
、
船
舶
所
有
者
の
船
員
や
旅
客
に
対
す
る
安
全
配
慮
義
務
と

い
う
観
点
で
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
船
長
は
船
舶
所
有
者
の
履
行
補
助
者
と
し
て
、
当
該
義
務
の
履
行
に
当
た
っ
て
様
々
な
権
限
が
船
員
法
上

付
与
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
（
さ
ら
に
海
上
物
品
運
送
契
約
上
の
荷
送
人
等
に
対
す
る
義
務
と
し
て
も
同
様
）。
例

え
ば
、
船
舶
に
危
険
が
生
じ
う
る
よ
う
な
場
合
の
「
堪
航
能
力
検
査
義
務
（
8
条
）」、「
甲
板
上
の
指
揮
（
10
条
）」、「
在
船
義
務
（
11
条
）」、「
船

舶
に
危
険
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
処
置
（
12
条
）」、「
船
舶
が
衝
突
し
た
場
合
に
お
け
る
処
置
（
13
条
）」、「
非
常
配
置
表
及
び
操
練
（
14
条
の
3
）」、

「
航
海
の
安
全
の
確
保
（
14
条
の
4
）」、「
危
険
に
対
す
る
処
置
（
25
条
及
び
26
条
）」
に
関
す
る
規
定
が
そ
れ
で
あ
る
。
海
員
に
対
す
る
安
全
配
慮

義
務
を
具
体
的
に
定
め
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
船
員
法
第
二
章
の
多
く
の
規
定
は
、
海
上
労
働
法
た
る
性
質
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
海
上
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
法
）
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
と
論
じ
る
前
掲
註（
7
）・
武
城
一
二
八

頁
と
同
旨
）。
し
か
し
、
同
時
に
旅
客
に
対
す
る
安
全
配
慮
義
務
と
い
う
点
が
含
ま
れ
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
首
尾
一
貫
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

（
71
） 

前
掲
註（
33
）・
逸
見
二
六
〇
頁
。

（
72
） 

例
え
ば
、
船
内
秩
序
に
関
す
る
二
一
条
に
は
罰
則
が
付
さ
れ
て
い
る
が
（
一
二
七
条
、
一
二
八
条
）、
あ
え
て
船
員
法
上
の
罰
則
規
定
に
よ
っ

て
強
制
す
る
必
要
性
が
あ
る
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
七
三
七
）
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